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保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について（通知）


　あなたは、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納しているため、国民健康保険法第63条の2第3項の規定により、次のとおり、一時差止めを行っている保険給付の額から滞納している国民健康保険税を控除します。

	【一時差止めの保険給付の内容(A)】　
	【控除する国民健康保険税額(B)】

	　
	金額
	　
	　
	金額
	　

	
	円
	
	
	円
	



	滞納額控除後の一時差止めの保険給付費の額(A－B)
	円



※　「一時差止めの保険給付の内容(A)」及び「控除する国民健康保険税額(B)」の内訳は、裏面のとおりです。


	


（教示）





問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号


	【一時差止めの保険給付の内容(A)】
	【控除する国民健康保険税額(B)】
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